
除却事業の手続き

新居浜市申請者

補助金の交付申請

（補助金交付申請書及び関係書類の提

老朽危険空き家の調査

申請書類の審査

補助金交付決定
（補助金交付決定通知書を送付）

工事着手
（業者と契約を締結し、工事に着手）

※２月末までに工事が完了すること！！

完了実績報告
（完了実績報告書及び関係書類を提出）

※工事完了後１５日以内または

３月１０日のいずれか早い日

完了実績報告書の審査

補助金額の確定
（補助金交付額確定通知書を送付）

補助金の請求
（補助金請求書を提出）

補助金の交付


